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第一章 序論

1.1 研究背景・研究目的

2006 年 1 月に長崎県の認知症グループホーム「やすらぎの里さくら館」(延べ面積 279.1

㎡)にて火災が発生。建物は全焼、死者 7 名、負傷者 3 名をだす悲惨な火災となった。

この火災を経て、当時(6)ロにおいて延べ面積 1000 ㎡以上にスプリンクラー設備(以下、

SP と表記)設置義務があったが、法が強化され 2009 年に延べ面積 275 ㎡以上に設置義務が

施行された。しかしながら、2009 年 3 月には群馬の無届け高齢者施設「たまゆら」(延べ面

積 本館:118.41 ㎡別館１:188.81 ㎡別館２:80.68 ㎡)では、死者 10 名、負傷者 1 名を出す火

災が発生した。また、規制された老人ホームだけではない。

2013 年福岡市整形外科医院(延べ面積 665 ㎡)死者 10 名、負傷者 5 名の火災が発生してお

り、設置義務未満(病院:3000 ㎡以上)の施設における火災で尊い命が失われている。

そこで、SP の設置条件とリスクの関連性を、火災報告電子データ(以下、火災報告と表記)

を用いて検証することを試みる。
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第二章 研究方法

2.1.1 研究に使用する資料及び入手方法

・11 訂版火災報告取扱要領ハンドブック 防災行政研究会編 2010 年

・火災報告電子データ

火災報告電子データの入手方法について説明する。

火災報告は、総務省消防庁長官宛てに行政文章開示請求を行うことにより取得する

ことができる。手順は次の通りである。

1.請求書様式をダウンロードし、必要事項を記入する。

記入方法・実際に使用した資料については手順の後に記す。

請求書は http://www.fdma.go.jp/other/joho/index.html に記載してある。

2.必要事項を記載した後、総務省情報公開窓口へ直接もしくは、郵送する。

この際、消防庁防災情報室の方へ事前に連絡をしていると請求後の流れがスムーズに

なるので事前に連絡をしておくことをお勧めする。

郵送の場合記入漏れ、記入ミスがあると受理されないため直接伺う方が望ましい。ま

た、収入印紙についてもミスがないか確認してもらった後に張った方がよい。

3.審査に通過した場合、情報公開決定書が届くので封筒内に同封されている記入例に

そって記入し返送する。

上記の手順を踏むことによって火災報告電子データの入った CD を入手できる。入手し

たデータには固定長のデータとエクセルデータが入っている。

    ・請求書の記入事項について

     氏名・住所

学術・研究へ利用として請求するため、東京理科大学 ○○(氏名)と記入する。

     請求する行政の文章名称等

平成○年度火災報告第一様式(その 1)(その 2)の内「出火場所、都道府県市区町

村コード」中「市区町村」ならびに「出火時刻、覚知時刻、救助開始時間、放

水開始時刻、火勢鎮圧時刻、鎮火時刻」中「日」を除いた部分の電子データ

      と記入する。また、年度ごとに一枚の請求書が必要なので留意すること。死

者報告を得る場合は(その 3)と加える。

     求める開示の実施の方法

      イ写しの送付を希望するへ○をつける

     開示請求手数料

      手数料は収入印紙でのみ収めることができる。
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2.1.2 研究対象期間

2001 年から 2011 年までの 11 年間とする。

2001 年以前のデータでは、手持ちの火災報告取扱要領ハンドブック(平成 22 年 3 月 1 日

11 訂版 8 刷発行)との整合が統計の取り方で取れないため除外した。

2.1.3 研究対象物

火災報告内における「防火対象区分」、「初期消火器具」、「出火箇所」、「出火原因(発火物・

経過・着火物)」、「階数(地下階数・地上階数)」、「延べ面積」、「消防設備等の設置状況・住

宅防火対策」の各項目を用いる。

「初期消火器具」の項目では、主として使用した器具が番号により分類されておりその

内 SP の項目を使用する。また、火災鎮圧に主として効果があった器具の場合、各番号に 50

を加えた番号が記入してある。これらを用いて、SP の有効性について統計的に分析する。
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第三章 火災報告を基にした研究結果

3.1 火災報告の概要

火災報告の趣旨は、火災報告取扱ハンドブックに次のように記述されている。『火災報告

取扱要領(昭和 43 年 11 月 11 日付け消防総第 393 号、以下「要領」という。)については、

統計処理の電算化、報告事項の多様化などに対応するため、数次の改定を行ってきている。

しかし、近年の社会生活の多様化、都市構造、建築構造の変化、危険物の増大等により災

害事象がますます多様化し、ホテル、旅館、地下街等不特定多数の者が出入りする建物等

の火災や、ガス爆発等依然として大きな被害を伴う火災が後を絶たない状況である。また、

将来の効果的な予防行政を推進するうえで、火災報告による情報・統計の蓄積とその的確

な処理分析により得られるデータが重要となってくる。このことから、多様化する災害事

象を的確に把握するため、火災報告取扱要領の全部を別紙のとおり改定し平成 7 年 1 月 1

日から実施することとしたので通知する。

今回の主な改良点は下記のとおりであるので、貴職におかれては、これらの改正趣旨を

踏まえ、今後の要領の取り扱いに万全を期せられるとともに、貴管下市町村に周知徹底を

図られたい。』

上記の引用の通り「火災報告による情報・統計の蓄積とその的確な処理分析により得ら

れるデータが重要」という趣旨で火災報告はまとめられている。

3.2 スプリンクラー設備概要

3.2.1 スプリンクラー設備設置基準i

一 別表第一（六）項ロに掲げる防火対象物（第三号及び第四号に掲げるものを除く。）

で延べ面積が二百七十五平方メートル以上のもののうち、火災発生時の延焼を抑制する

機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの

二 別表第一(一)項に掲げる防火対象物（次号及び第四号に掲げるものを除く。）で、

舞台部（舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下同じ。）

の床面積が、当該舞台が、地階、無窓階又は四階以上の階にあるものにあつては三百平

方メートル以上、その他の階にあるものにあつては五百平方メートル以上のもの

三 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び（十六）項イ

に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が十一以上のもの（総務省令で定める部分を除く。）

四 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項及び（九）項イに掲げ

る防火対象物（前号に掲げるものを除く。）のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省

令で定める部分以外の部分の床面積の合計が、同表（四）項に掲げる防火対象物及び同表
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（六）項イに掲げる防火対象物のうち病院にあつては三千平方メートル以上、その他の防

火対象物にあつては六千平方メートル以上のもの

五 別表第一（十四）項に掲げる防火対象物のうち、天井（天井のない場合にあつて

は、屋根の下面。次項において同じ。）の高さが十メートルを超え、かつ、延べ面積が七

百平方メートル以上のラック式倉庫（棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納

物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。）

六 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上

のもの

七 別表第一（十六の三）項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル

以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火

対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの

八 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可

燃物（可燃性液体類に係るものを除く。）を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める

数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

九 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物（第六号に掲げるものを除く。）の部

分のうち、同表（六）項ロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの（火災発生時の延焼

を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。）

十 別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物（第三号に掲げるものを除く。）で、同

表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供

される部分（総務省令で定める部分を除く。）の床面積の合計が三千平方メートル以上の

ものの階のうち、当該部分が存する階

十一 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の

地階、無窓階又は四階以上十階以下の階（総務省令で定める部分を除く。）で、次に掲げ

るもの

イ 別表第一(一)項、(三)項、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の階で、

その床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階に

あつては千五百平方メートル以上のもの

ロ 別表第一(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階で、その床面積が千平方メートル

以上のもの
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ハ 別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで、

(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、

当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下

の階にあつては千五百平方メートル（同表(二)項又は(四)項に掲げる防火対象物の用途に

供される部分が存する階にあつては、千平方メートル）以上のもの

十二 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の

十一階以上の階（総務省令で定める部分を除く。）

3.2.2 スプリンクラー設備の種類ii

湿式スプリンクラー設備

湿式スプリンクラー設備は広く一般的に用いられているスプリンクラー設備で、天井

高さが 10m 以下（物販用途等は 6m 以下）の部分に設けることができます。

この設備では、貯水・給水源から末端のスプリンクラーヘッドまでの配管内は常に充

水・加圧されています。 火災時の熱によりスプリンクラーヘッドが作動すると、直ち

にヘッドから放水されます。ヘッドからの放水に伴って湿式流水検知装置が開くと表

示・警報装置が作動します。

スプリンクラーヘッドは、ペンダント型（下向き型）やアップライト型（上向き型）な

どが用いられます。

図 2湿式スプリンクラー設備の略図 能美防災ホームページより引用
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乾式スプリンクラー設備

乾式スプリンクラー設備は、おもに屋外軒下や寒冷地で暖房のない建物など、配管内

の水が凍結する恐れのある対象物に用いられるスプリンクラー設備です。湿式スプリン

クラー設備と同様、天井高さが 10m 以下（物販用途等は 6m 以下）の部分に設けること

ができます。

この設備では、乾式流水検知装置から末端のスプリンクラーヘッドまでの配管内は加

圧空気源(空気コンプレッサ一等)から供給される低圧空気により常に加圧されており、

この圧力により乾式流水検知装置が閉止状態に保たれています。スプリンクラーヘッド

は、一般的にアップライト型(上向き)が用いられます。火災時の熱によりスプリンクラ

ーヘッドが作動すると、管内の空気がヘッドより排出され、管内圧力が低下します。こ

れに伴って乾式流水検知装置が聞き、弁の二次側ヘ通水し、スプリンクラーヘッドより

放水されます。乾式流水検知装置が聞くと表示・警報装置が作動します。

図 3 乾式スプリンクラー設備の略図 能美防災ホームページより引用
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予作動式スプリンクラー設備

予作動式スプリンクラー設備は、おもに通信機器室や電算室など、スプリンクラーヘ

ッドの破損などによる水損を特に避けたい対象物に用いられるスプリンクラー設備で

す。湿式スプリンクラー設備と同様、天井高さが 10m 以下（物販用途等は 6m 以下）の

部分に設けることができます。

この設備では、スプリンクラーヘッドと別に、防護する対象部に熱、煙あるいは炎を

検出する火災感知器を設けます。予作動式流水検知装置から末端のスプリンクラーヘッ

ドまでの配管内は常時低圧の空気などにより加圧されています。スプリンクラーヘッド

は、ペンダント型(下向き)、アップライト型(上向き)などが用いられます。火災時、火

災感知器が作動するとその信号により予作動式流水検知装置が聞き、弁二次側ヘ通水さ

れます。引き続き、火災の熱によりスプリンクラーヘッドが作動すると、ヘッドより放

水されます。非火災時、スプリンクラーヘッドが誤作動しても予作動式流水検知装置は

聞きませんので、水損を防止できます。

図 4予作動式スプリンクラー設備の略図 能美防災ホームページより引用
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開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備

開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備は、劇場などの舞台部や化学

工場、倉庫など、急速に火災が成長／拡大する可燃物が存在する対象物に用いられるスプ

リンクラー設備です。

この設備では、開放型スプリンクラーヘッドと別に、防護する対象区域に煙あるいは炎

を検出する火災感知器を設けます。また、放水区減ごとに手動起動弁を設けます。貯水・

加圧源から一斉開放弁までの配管は常時加圧充水されており、一斉開放弁から開放型スプ

リンクラーヘッドまでは空配管となっています。

火災時、火災感知器が作動するとそれらの信号により該当する区域の一斉開放弁が聞き、

開放型スプリンクラーヘッドより一斉に放水されます。制御盤または手動起動弁の手動操

作によっても設備を起動できます。火災地域に対し一斉に放水しますので燃焼速度の早い

対象物にも有効な冷却と消火効果が期待できます。 設備の起動用として、火災感知器に

代えて閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いる方式もあります。

図 5 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の略図 能美防災ホームページより引用
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放水型ヘッド等スプリンクラー設備

放水型ヘッド等スプリンクラー設備は、おもにアトリウムや展示場など、高天井部分

（10m を超える部分、物販店舗等は 6m を超える部分）に設けるスプリンクラー設備です。

この設備には、壁面あるいは天井面に設置された固定式ヘッドから一斉に放水する方式

と、放水銃など放水範囲が変えられる可動式ヘッドを用いた方式があります。一般的には、

アトリウムなど比較的小規模な吹抜け空間には固定式ヘッドを用いる方式が、ドームなど

の大空間には可動式ヘッドを用いる方式が採用されています。放水区域ごとに、側壁また

は天井に火災検知のための火災感知器と、放水型ヘッドを設けます。火災時に、火災感知

器と火災受信機の両方から散水制御盤に信号が入ると、該当する区域の遠隔操作弁が開き

放水型ヘッドから一斉に放水されます。散水制御盤または現地操作盤の手動操作によって

も設備を起動できます。

図 6 放水型ヘッド等スプリンクラー設備の略図 能美防災ホームページより引用
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3.2.3 スプリンクラー設備設置要件の免除条件iii

第十二条の二 令第十二条第一項第一号 及び第九号 の総務省令で定める構造は、次

の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、

当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。

一 令第十二条第一項第一号 及び第九号 に掲げる防火対象物又はその部分で、延べ面

積が千平方メートル未満のもの 次に定めるところにより設置される区画を有するもの

であること。

イ 当該防火対象物又はその部分の居室を準耐火構造（建築基準法第二条第七号の二

に規定する準耐火構造をいう。以下同じ。）の壁及び床で区画したものであること。

ロ 壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、

窓台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通

路にあつては準不燃材料（建築基準法施行令第一条第五号 に規定する準不燃材料をいう。

以下同じ。）で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一

の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

ニ ハの開口部には、防火戸（廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、

防火シャッターを除く。）で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は次に定

める構造のものを設けたものであること。

(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器（イオン化式スポット型感知器、光電式

感知器及び煙複合式スポット型感知器をいう。以下同じ。）の作動と連動して閉鎖するこ

と。

(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直

接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び

下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上

及び十五センチメートル以下であること。

ホ 区画された部分すべての床の面積が百平方メートル以下であり、かつ、区画された

部分すべてが四以上の居室を含まないこと。

二 令第十二条第一項第一号 及び第九号 に掲げる防火対象物又はその部分で、延べ

面積が千平方メートル以上のもの 次に定めるところにより設置される区画を有するも

のであること。

イ 当該防火対象物又はその部分の居室を耐火構造の壁及び床で区画したものである

こと。
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ロ 壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、

窓台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通

路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一

の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

ニ ハの開口部には、建築基準法施行令第百十二条第一項 に規定する特定防火設備で

ある防火戸（以下「特定防火設備である防火戸」という。）（廊下と階段とを区画する部

分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。）で、随時開くことができる自動閉

鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸（二以上

の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に

開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メート

ル以内のものに設けるものに限る。）を設けたものであること。

(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。

(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直

接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び

下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上

及び十五センチメートル以下であること。

ホ 区画された部分すべての床の面積が二百平方メートル以下であること。

(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分など) 

第十三条 令第十二条第一項第三号 の総務省令で定める部分は、令別表第一（十六）

項イに掲げる防火対象物のうち、同表（五）項ロ並びに（六）項ロ及びハに掲げる防火

対象物（同表（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉

ホーム、老人福祉法 （昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第六項 に規定する

認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律 （平成十七年法律第百二十三号）第五条第十項 若しくは第

十六項 に規定する共同生活介護若しくは共同生活援助を行う施設に限る。以下この項、

第二十八条の二第一項第四号及び同条第二項第三号において同じ。）の用途以外の用途に

供される部分が存せず、かつ、次の各号に定めるところにより、同表（六）項ロ及びハ

に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の

階とする。

一 居室を、準耐火構造の壁及び床（三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造

の壁及び床）で区画したものであること。
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二 壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓

台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路

にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

三 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の

開口部の面積が四平方メートル以下であること。

四 前号の開口部には、防火戸（三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備

である防火戸）（廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャ

ッターを除く。）で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める

構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸（二以上の異なつた経路により避難することが

できる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通

路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。）を

設けたものであること。

イ 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。

ロ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、

直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及

び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以

上及び十五センチメートル以下であること。

五 区画された部分すべての床の面積が百平方メートル以下であること。

２ 令第十二条第一項第三号 、第四号及び第十号から第十二号までの総務省令で定め

る部分は、主要構造部を耐火構造とした防火対象物（令別表第一(二)項、(四)項及び（五）

項ロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項に掲げる防火対象物で同表(二)項、(四)項又

は（五）項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。）の階（地

階及び無窓階を除く。）の部分で、次に掲げるものとする。

一 耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次に該当するもの

イ 壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、

窓台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通

路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

ロ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の

開口部の面積が四平方メートル以下であること。

ハ ロの開口部には、特定防火設備である防火戸（廊下と階段とを区画する部分以外

の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。）で、随時開くことができる自動閉
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鎖装置付のもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸（二以上の

異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開

放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル

以内のものに設けるものに限る。）を設けたものであること。

(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。

(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直

接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び

下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上

及び十五センチメートル以下であること。

ニ 床面積が、防火対象物の十階以下の階にあつては二百平方メートル以下、十一階以

上の階にあつては百平方メートル以下であること。

二 耐火構造の壁及び床で区画された廊下で、前号イ及びハに該当するもの

３ 令第十二条第二項第一号 の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外

の部分とする。

一 階段（令別表第一(二)項、(四)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十

六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供

される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第百二十三条 に規定する避

難階段又は特別避難階段（第二十六条において「避難階段又は特別避難階段」という。）

に限る。）、浴室、便所その他これらに類する場所

二 通信機器室、電子計算機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室

三 エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室

四 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所

五 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分

六 直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所

七 手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護

室その他これらに類する室
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八 レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室

九 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲

げる防火対象物のうち同表(一)項の用途に供される部分（固定式のいす席を設ける部分に

限る。）でスプリンクラーヘッドの取付け面（スプリンクラーヘッドを取り付ける天井の

室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。次条において同じ。）の高さ

が八メートル以上である場所

九の二 令別表第一（六）項ロに掲げる防火対象物並びに同表（十六）項イ、（十六の

二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物のうち同表（六）項ロの用途に供される

部分（当該防火対象物又はその部分の延べ面積が千平方メートル未満のものに限る。）の

廊下（第六号に掲げるものを除く。）、収納設備（その床面積が二平方メートル未満であ

るものに限る。）、脱衣所その他これらに類する場所

十 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物で同表(十)項に掲げる防火対象物の用途

に供される部分のうち、乗降場並びにこれに通ずる階段及び通路

十の二 令別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物の地下道で、通行の用に供される

部分

十一 主要構造部を耐火構造とした令第十二条第一項第三号 及び第十一号 の防火対

象物（令別表第一(二)項、(四)項及び(十六)項イに掲げるものに限る。）、同条第一項第四

号 及び第十号 の防火対象物並びに同項第十二号 の防火対象物（令別表第一（十六）項

ロに掲げるものに限る。）の階（地階又は無窓階を除く。）の部分（令別表第一（五）項

ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。）で、前項第一号（令第十二条第一

項第三号 の防火対象物（令別表第一(十六)項イに掲げるものに限る。）のうち、同表(一)

項から(六)項まで又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない十階

以下の階に適用する場合にあつては、前項第一号ニ中「二百平方メートル」とあるのは、

「四百平方メートル」と読み替えるものとする。）又は第二号に該当するもの

十二 主要構造部を耐火構造とした令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物（地階を

除く階数が十一以上のものを除く。）の階（地階及び無窓階を除く。）の同表(七)項、(八)

項、(九)項ロ又は(十)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分のう

ち、これらの用途に供される部分以外の部分と耐火構造の壁及び床で区画された部分で、

次のイ及びロに該当するもの
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イ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一

の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

ロ イの開口部には、前項第一号ハに定める特定防火設備である防火戸を設けたもの

であること。

3.4 分析

全建物火災件数及び各 SP 件数の推移

図 7 年間建物火災件数、SPの設置してある件数、使用状況のあった件数、初期消火として作動件数

図 7 より 2001 年から 2011 年にかけて年間建物火災件数はわずかながら緩やかに減少し

ていることが分かる。また、年間建物火災件数の内 SP の設置があった建物件数は緩やかに

上昇していることが分かる。1 つの考察として 2007年に消防法改正事項((6)ハの SP 設置基

準が 1000 ㎡から 275 ㎡に強化)が施行された影響であると考えたが、既存防火対象物への

既存遡及の猶予期間が 2012 年の 3 月末までであるため変動は 2012 年に集中すると考えら

れる。したがって、これは説明できない。しかしながら、使用状況のグラフを見ると 2007

年に一度上昇したものの概ね他の年では横ばいの状況が続いている。これは、設置はされ

ているものの何らかの理由で使用されていないことが現状であると読み取れる。また、設

置状況が増加しているのにも関わらず、初期消火器具として SPが作動した件数が横ばい状

況である。初期消火として SP が作動した件数と使用状況に開きがあるということは、それ

だけ火災のリスクが増していることが推測できる。
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図 8(1)イ 劇場、映画館、演劇場又は観覧場 年間建物火災件数、SP 設置件数、使用件数、初期作動件数

図 9(1)ロ 公会堂又は集会場 年間建物火災件数、SP 設置件数、使用件数、初期作動件数
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図 10(2)イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの

年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数

図 11(2)ロ 遊技場又はダンスホール 年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数
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図 12(2)ハ 風俗営業法等の規則及び業務の適正化等に関する法律第 2条第 5項に規定する性風俗関連特

殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数

図 13 (2)二 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を

提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数
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図 14 (3)イ 待合、料理店その他これらに類するもの

年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数

図 15 (3)ロ 飲食店 年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数
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図 16 (4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数

図 17 (5)イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数
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図 18 (6)イ 病院、診療所又は助産所 年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数

図 19 (6)ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等

年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数
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図 20 (6)ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター等

年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数

図 21 (6)二 幼稚園又は特別支援学校 年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数
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図 22 (9)イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数

図 23 (16)イ 複合施設のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項に掲げる防

火対象の用途に供されているもの

年間建物火災件数、SP設置件数、使用件数、初期作動件数
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図 24 (16 の 2) 地下街 年間建物火災件数、SP 設置件数、使用件数、初期作動件数

図 25 (16 の 3) 建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの
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全建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

図 26 全建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

全建物火災件数と各件数を比較すると、全体対する焼損面積 0 ㎡の割合が全建物火災で

は 50％程度に対して SP 設置のある火災では 85％程度を占めていることが分かる。また、

SP使用では70％、初期消火器具としての作動した場合は90％近い数値があることが分かる。

このことから SP の設置があることによって焼損面積の抑制につながっていることが分かる。

また、作動に比べ使用の焼損面積０㎡の割合が低いことから、SP は初期消火器具として作

動することによって効力が、十分に発揮すると言える。
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図 27 (1)イ 劇場、映画館、演劇場又は観覧場 建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

図 28 (1)ロ 公会堂又は集会場 建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積
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図 29 (2)イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの

建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

図 30 (2)ロ 遊技場又はダンスホール 全建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積
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図 31 (2)ハ 風俗営業法等の規則及び業務の適正化等に関する法律第 2条第 5項に規定する性風俗関連

特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

図 32 (2)二 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提

供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

建物火災、SP設置、使用、作動の条件での焼損面積
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図 33 (3)イ 待合、料理店その他これらに類するもの

建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

図 34 (3)ロ 飲食店 建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積
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図 35 (4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

図 36 (5)イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積
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図 37 (6)イ 病院、診療所又は助産所 全建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

ここで、先ほどの設置免除条件について改めて引用する。

３ 令第十二条第二項第一号 の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外

の部分とする。

一 階段（令別表第一(二)項、(四)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十

六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供

される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第百二十三条 に規定する避

難階段又は特別避難階段（第二十六条において「避難階段又は特別避難階段」という。）

に限る。）、浴室、便所その他これらに類する場所

二 通信機器室、電子計算機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室

三 エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室

四 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所

五 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分

六 直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所

七 手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護

室その他これらに類する室

八 レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室
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図 38 (6)ロ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター等

建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

図 39 (6)ハ 幼稚園又は特別支援学校 建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積
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図 40 (6)二 幼稚園又は特別支援学校 建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

図 41 (9)イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積
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図 42 (16)イ 複合施設のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項に掲げる防

火対象の用途に供されているもの 建物火災、SP 設置、使用、作動の条件での焼損面積

図 43 (16 の 2) 地下街 建物火災、SP設置、使用、作動の条件での焼損面積
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図 44 (16 の 3)建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの

建物火災、SP設置、使用、作動の条件での焼損面積
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図 45 全 SP の設置があった建物件数、使用状況の有る件数及び初期消火器具として SPが作動した件数

防火対象物 SP の状況

図 46 特定防火対象物別 SP の設置があった建物件数、使用状況の有る件数及び初期消火器具として SP が

作動した件数

図 より、(16)イに SPの設置が多いことが分かる。これは、複合用途防火対象物である。

使用状況のある件数が 601 件、作動した件数が 259 件であった。また、近年問題となった

病院、診療所、助産所である(4)では順に 194 件、81 件であった。初期消火器具として作動

した確率は約 40％であった。なお、防火対象物全体の確率は 43％であった。
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スプリンクラー設備の精度

表 1 初期消火時に SPが使用された火災において、防火対象別の成功率

年度 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 年度合計 初期消火成功率[%]

年間火災件数/防火対象物 63608 63672 56345 60406 57478 53285 54595 52403 51151 46626 50025 609594

用途なし 5 3 5 2 1 1 3 2 5 27
内初期消火成功 3 2 3 2 0 0 3 1 4 18 66.67

(1)イ 1 1 1 3
内初期消火成功 1 1 1 3 100.00

(1)ロ 1 1
内初期消火成功 1 1 100.00

(2)イ 1 1
内初期消火成功 1 1 100.00

(2)ロ 2 1 3 2 1 1 10
内初期消火成功 2 1 2 1 1 1 8 80.00

(2)ハ 0
内初期消火成功 0 0.00

(2)二 0
内初期消火成功 0 0.00

(3)イ 0
内初期消火成功 0 0.00

(3)ロ 1 1 1 1 1 1 1 7
内初期消火成功 1 1 1 1 1 0 1 6 85.71

(4) 12 7 7 9 7 5 6 8 12 3 8 84
内初期消火成功 8 5 5 8 5 4 6 8 10 3 6 68 80.95

(5)イ 6 2 2 3 8 3 5 3 4 2 6 44
内初期消火成功 6 2 1 2 6 2 1 2 4 2 5 33 75.00

(5)ロ 1 1 1 1 2 1 3 4 1 5 20
内初期消火成功 1 1 1 1 2 1 3 2 1 5 18 90.00

(6)イ 6 2 9 8 9 11 10 4 8 7 7 81
内初期消火成功 4 2 8 7 6 9 9 4 6 7 7 69 85.19

(6)ロ 2 6 8
内初期消火成功 2 4 6 75.00

(6)ハ 9 7 11 13 8 15 8 13 7 2 2 95
内初期消火成功 8 7 10 10 5 14 5 13 7 2 2 83 87.37

(6)二 1 1 1 3
内初期消火成功 1 1 1 3 100.00

(7) 1 1 2
内初期消火成功 1 1 2 100.00

(8) 0
内初期消火成功 0 0.00

(9)イ 1 1
内初期消火成功 1 1 100.00

(9)ロ 0
内初期消火成功 0 0.00

(10) 1 2 1 1 5
内初期消火成功 1 2 1 1 5 100.00

(11) 0
内初期消火成功 0 0.00

(12)イ 1 1 3 2 2 1 10
内初期消火成功 0 1 1 2 2 1 7 70.00

(12)ロ 0
内初期消火成功 0 0.00

(13)イ 0
内初期消火成功 0 0.00

(13)ロ 0
内初期消火成功 0 0.00

(14) 1 1 1 3
内初期消火成功 0 0 1 1 33.33

(15)官公署 1 1 1 1 4
内初期消火成功 0 1 1 1 3 75.00

(15)事務所 1 1 1 3
内初期消火成功 1 1 0 2 66.67

(15)その他 1 1 2 1 1 2 1 2 11
内初期消火成功 0 0 2 1 1 2 1 2 9 81.82

(16)イ 22 27 29 22 33 17 30 24 23 18 14 259
内初期消火成功 17 23 27 20 24 13 27 22 22 17 8 220 84.94

(16)ロ 1 1 1 2 1 2 8
内初期消火成功 1 1 1 2 1 2 8 100.00
(16の2)指定地下街 1 1 1 3
内初期消火成功 1 1 1 3 100.00
(16の2)その他の地下街 0
内初期消火成功 0 0.00

(16の3) 0
内初期消火成功 0 0.00

(17) 0
内初期消火成功 0 0.00

(18) 0
内初期消火成功 0 0.00

(19) 0
内初期消火成功 0 0.00

(20) 0
内初期消火成功 0 0.00

車両火災 1 1 1 3 2 1 1 3 13
内初期消火成功 1 1 0 1 1 1 0 2 7 53.85

全体 62 53 68 69 77 71 68 64 68 46 60 706
内初期消火成功 48 45 59 57 56 57 53 60 60 43 47 585 82.86
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表 2 特定防火対象物別 SP初期消火成功率

特定防火対象物 効果があった件数/作動件数

(1)イ 3／3
(1)ロ 1/1
(2)イ 1/1
(2)ロ 8/10
(2)ハ 0/0
(2)二 0/0
(3)イ 0/0
(3)ロ 6/7
(4) 68/84
(5)イ 33/44
(6)イ 69/81
(6)ロ 6/8
(6)ハ 83/95
(6)二 3/3
(9)イ 0/0

(16)イ 220/259

(16の2) 3/3
(16の3) 0/0

病院、診療所又は助産所

消防法施行令別表第1

劇場、映画館、演劇場又は観覧場
公会堂又は集会場

キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの

遊技場又はダンスホール
昭和23年法律第122号第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗

カラオケボックス(以下省略)
待合、料理店その他これらに類するもの

飲食店
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

建築物の地下街で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道を合わせたもの

地下街

老人短期入所施設、介護老人ホーム、特別養護老人ホーム有料老人ホーム(以下省略)

老人デイサービス、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護センター(以下省略)

幼稚園又は特別支援学校
公衆浴場の内、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

複合用途防火対象物の内、その一部が(1)項から(4)項まで(5)項イ (6)項又は(9)項イに

掲げる防火対象物の用途に供されているもの

初期消火時に SP が使用された火災において、特定防火対象別に成功率を求めた表を表 1

に示す。

成功率とは、初期消火器具の項目での説明における火災鎮圧に主として効果があった場

合を成功とし、各作動した回数を母数にとった率を成功率とする。

表 1 より、SP の初期消火成功率は概ね 80％近い値となっていることが分かる。特に上記

に取り上げた老人ホームの初期消火成功率は 75％、病院については 85％と十分な効果があ

ると考えられる。
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死者数並びにその内訳

次のグラフは火災報告より、建物火災件数、ＳＰ設置件数、ＳＰが使用された件数、ＳＰ

が初期消火として作動した件数、その他の火災件数(林野火災、車両火災、船舶火災、航空

機火災、その他の火災)を視覚的に示したものである。また、死者報告より死亡した場所を

表した。

死者の発生した建物が当該火災の火元であるか、類焼によるものであるかにより、該当

する番号が記入されている。爆発により死者の発生した建物が火元建物以外の場合は「類

焼」とする。建物外とは、建物火災以外の場合をいう。

なお、2010 年 2011 年については死者報告電子データを入手してないため以下の分析は、

2001 年－2009 年までの期間を対象としている。

  図 47 全火災における死者数並びにその内訳
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図 48 (1)イ 劇場、映画館、演劇場又は観覧場 火災における死者数並びにその内訳

図 49  (1)ロ 公会堂又は集会場 火災における死者数並びにその内訳
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図 50 (2)イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの

火災における死者数並びにその内訳

図 51 (2)ロ 遊技場又はダンスホール 火災における死者数並びにその内訳
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図 52 (3)イ 待合、料理店その他それらに類するもの 火災における死者数並びにその内訳

図 53 (3)ロ 飲食店 火災における死者数並びにその内訳
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図 54 (4) 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場

火災における死者数並びにその内訳

図 55 (5)イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの 火災における死者数並びにその内訳
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図 56 (6)イ 病院、診療所、又は助産所 火災における死者数並びにその内訳

図 57 (6)ハ 幼稚園又は特別支援学校 火災における死者数並びにその内訳
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図 58 (9)イ 公衆浴場の内、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

火災における死者数並びにその内訳

図 59 (16)イ 複合施設のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項に掲げる防

火対象の用途に供されているもの 火災における死者数並びにその内訳
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第四章 総括

SP の有効性について検証をした。ＳＰを設置することによって焼損面積にたいして十分

な抑制効果があると言える。

また、SP が設置してある建物においては初期消火器具として作動した場合が、作動した

火災全体と比べ高い抑制効果が得られることが分かった。作動した場合の消火率について

も、80％前後と非常に高い効果を得られていることがわかる。

しかしながら、設置しているにもかかわらず、何らかの理由で使用されていない建物も

多く存在しているのが現状である。このことが、重大な火災に繋がる可能性が高いといえ

る。このような、状況を打開していくことが今後の安全対策として重要なのではないかと

考える。

また、今後の課題として階建別による焼損面積の違いや、新たに 2010、2011 年の死者報告

を入手して死亡に繋がる火災と設備の関係性を統計的に導き出すことができれば、今後

人々の生活の暮らしやそれを守るための法の見直し基準の一石になるのではないかと考え

ております。
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i 消防法施行令第 12 条第一項第 1 号－12 号
ii 能美防災ホームページより引用

http://www.nohmi.co.jp/product/personal/sprinkler/index.html
iii 消防法施行令第 12 条の 2


